
【県】5-4.立地適正化計画－居住誘導区域面積率

出典：新潟県の都市計画－資料編－（令和６年版）（令和６年３月31日時点）

計算方法：居住誘導区域面積（ha）÷用途地域面積（ha）
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■５年間の変化

前回調査（平成31年）と比較すると、

県平均は73.6%から68.6%に低下。

最高ランクは糸魚川市から田上町に

変化。

■用語の説明

居住誘導区域：立地適正化計画で位

置づけられ、居住を誘導し人口密度

を維持する区域。

【補足】

誘導区域面積率が小さいほど、誘導

区域による集約の効果が高く、望ま

しいとする。

※：H31時点で立地適正化計画未策定


